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立正大学ＦＤ委員会規程（平成19年4月1日規程第233号） 

立正大学ＦＤ委員会規程 

平成19年４月１日 

規程第233号 

（目的） 

第１条 立正大学学則第１条第３項に基づき、授業の改善および教育研究水準の向上に関して全学的

な立場で審議し、ファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）を推進するため、

立正大学ＦＤ委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（ＦＤの定義） 

第２条 この規程においてＦＤとは、教員が授業内容・方法を改善し、向上させるために行う、大学

および各学部の組織的な取り組みをいう。 

（審議事項） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(１) 授業改善のための基本方針および実施体制に関する事項 

(２) 授業評価の実施に関する事項 

(３) 教授方法等の改善のための支援に関する事項 

(４) 各学部等が行うＦＤの支援に関する事項 

(５) ＦＤの推進・啓発を目的とした講演会および教職員の研修等に関する事項 

(６) その他ＦＤに必要な事項 

（構成） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

(１) 学長 

(２) ＦＤ担当副学長 

(３) 学部長 

(４) 全学教育推進センター運営委員会委員長 

(５) 自己点検・評価小委員会委員長 

(６) 学事部長 

２ 委員会の委員長は学長とし、副委員長はＦＤ担当副学長とする。 

（運営） 

第５条 委員会は、委員長がこれを招集し、その議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、議長の決するところに

よる。 

５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会が必要と認めたときは、小委員会を設置することができる。 

２ 構成員等については、委員会で定める。 

（立正大学ＦＤ推進部会） 

第７条 各学部にＦＤ推進部会を設置する。 

２ 立正大学ＦＤ推進部会長は各学部長とし、構成員については各学部が定める。 

３ 立正大学ＦＤ推進部会長は、毎年度初めに前年度のＦＤ活動報告書をＦＤ委員会に提出しなけれ

ばならない。 

（他の委員会との連携） 

第８条 委員会は、ＦＤを推進するため自己点検・評価委員会、全学教育推進センター運営委員会な

どの委員会に協力を求めることができる。 

第９条 削除 

（所管部署） 

第10条 委員会の事務の所管部署は、学事部学事課とする。 
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（改廃） 

第11条 この規程の改廃は、立正大学学園規約類の制定に関する規定第６条の規定による。 

附 則 

この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

平成19年７月30日改正、平成19年６月１日から施行する。 

平成23年３月25日改正、平成23年４月１日から施行する。 

平成28年３月25日改正、平成27年10月１日施行 

平成29年３月24日改正、平成29年４月１日施行 

令和元年７月31日改正、平成31年４月１日施行 

令和２年６月24日改正、令和２年４月１日施行 


